
平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
九
日
受
領

答
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四

三
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号

内
閣
衆
質
一
七
一
第
四
三
二
号

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

麻

生

太

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
農
林
水
産
省
の
出
先
機
関
に
お
け
る
勤
務
評
定
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を

送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
農
林
水
産
省
の
出
先
機
関
に
お
け
る
勤
務
評
定
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

農
林
水
産
省
が
平
成
二
十
一
年
三
月
に
行
っ
た
こ
れ
ま
で
の
労
使
慣
行
の
点
検
の
中
で
、
御
指
摘
の
「
七
年
に
一
度
特
別

昇
給
す
る
と
い
う
ル
ー
ル
」
を
定
め
た
取
決
め
が
報
告
さ
れ
た
と
い
う
事
実
は
な
い
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
点
検
の
中
で
、
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日
時
点
に
お
い
て
存
在
す
る
取
決
め
と
し
て
農
林
水

産
省
各
機
関
か
ら
提
出
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、
報
告
し
た
管
理
職
等
に
対
し
、
当
該
取
決
め
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
る
業
務
へ

の
支
障
の
有
無
、
当
該
取
決
め
を
結
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
等
を
再
度
精
査
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
点
検
の
中
で
、
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日
時
点
に
お
い
て
存
在
す
る
取
決
め
と
し
て
農
林
水

産
省
各
機
関
か
ら
提
出
さ
れ
た
も
の
か
ら
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
八
十
二
条
第
一
項

各
号
の
処
分
事
由
に
該
当
す
る
よ
う
な
具
体
的
行
為
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
「
現
時
点
で
処
分
に

当
た
る
事
案
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
」
と
答
弁
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。


